
 議案第２４号 

   すみだ福祉保健センター条例の一部を改正する条例 

 上記の議案を提出する。 

  令和６年９月９日 

 

                提出者 墨田区長  山  本    亨    

 

   すみだ福祉保健センター条例の一部を改正する条例 

 すみだ福祉保健センター条例（平成元年墨田区条例第１９号）の一部を次のように

改正する。 

 第２条中第７号を削り、第８号を第７号とし、第９号を第８号とし、第１０号を第

９号とする。 

 第３条第１項中第７号を削り、第８号を第７号とし、第９号を第８号とする。 

 第４条の表備考中「歯科相談施設及び」を削る。 

 第１４条第３項中「第７条」を「第６条」に改め、同条第１１項中「第１１条から

第１３条まで」を「前３条」に改める。 

   付 則  

 この条例は、令和６年１１月５日から施行する。ただし、第１４条の改正規定は、

公布の日から施行する。 

 

（提案理由） 

 すみだ福祉保健センターで実施している障害児（者）の歯科相談事業を、すみだ保

健子育て総合センターに移行させることに伴い、当該事業に係る規定を削るほか、所

要の規定整備をする必要がある。 

 


